
 

 

地上デジタル放送への移行に伴う難視聴地域対策の推進 

                                                    提案・要望先  総務省   

提案・要望の要旨 

◎ 国の政策として行われる地上テレビ放送のアナログからデジタルへの移行
に伴う難視聴の問題については、アナログ周波数変更対策と同様に国の責任に
おいて解決するよう取り組むこと 

 

現状と問題点 

【現  状】 
◎  地上デジタル放送に関する国の計画では、地上テレビ放送のデジタル化は、
大都市で２００３年末までにスタートし、２００６年から全都道府県で開始、
２０１１年にはアナログ放送が終了し全てデジタル放送に切り替わります。 

◎  テレビ放送は、住民にとって幅広く情報を入手し、文化・教養を享受する
ための重要なメディアであり、中でも地域に密着した情報を得るうえで、ロ
ーカル局による地上テレビ放送は、非常に大きな役割を担っています。 

◎  総務大臣の懇談会である「ブロードバンド時代における放送の将来像に関
する懇談会」が発表した「デジタル放送推進のための行動計画（第３次）」
では、地上デジタル放送の普及目標を２０１１年初頭までに全４８００万世
帯と設定しています。 

◎  平成１５年５月には、テレビ放送事業者やメーカー、新聞・広告業界、経
済団体、地方公共団体の長等から構成される「地上デジタルテレビ放送実施
推進会議」が設立され、国を挙げて地上デジタル放送の着実な実施を積極的
かつ強力に推進することになっています。 

◎  当県では、５３市町村のうち４９市町村で、テレビ放送の難視聴が発生し
ており、県の総人口（約８１万人）の１割以上の約１０万人が難視聴地域に
居住していると見込まれます。 

◎  この難視聴対策として、約５８０の共同受信施設を設置していますが、地
上放送のデジタル化に伴い、既存の共同受信施設のままでは受信ができなく
なる事態が予想されます。 

◎  県内の４つの放送局は、２００６年末までに地上デジタル放送の主発信施
設となる親局を高知市内に整備するための具体的な準備を進めており、２０
１１年を目途に中継局が順次整備されていくことになります。 

 
【問題点】 
◎  デジタル波は山やビルなどの障害物がある場合、アナログ波に比べて届き
にくいという性質があり、中山間地域の多い当県の地理的条件を考えると、
難視聴地域がさらに拡大することが懸念されます。 

◎  当面整備される親局の世帯カバー率は、各局とも６割程度と見込まれてい
ますが、２０１１年までに県内全域をカバーできるかどうかは、地方放送局
の中継局の整備動向に大きく影響されます。現時点では、経営基盤が弱いと
いわれる地方放送局がどこまで整備できるかの見通しが不透明であるため、
県民や市町村から不安の声が上がっています。 



 

 

◎  当県の難視聴地域は、財政力が脆弱な市町村にありますので、地上放送のデ
ジタル化への移行に伴う情報の過疎化に拍車がかかる恐れがあります。 

 

 

これまでの取り組み状況と今後の課題 

【取り組み状況】 
◎  四国総合通信局と放送関係者を中心にして平成１３年４月に設立された
「高知地上デジタル放送推進協議会」の特別会員として参画し、地上放送の
デジタル化に伴う今後の課題などについて情報収集を行っています。 

◎  当県では、高速大容量の情報通信基盤として平成１５年２月に新情報ハイ
ウェイ（幹線の最大帯域が２．４Ｇｂｐｓ）の運用を開始し、県や市町村な
どの行政機関や教育機関と接続するとともに、民間に対しても無料で開放し
ています。 

【今後の課題】 
◎  「デジタル放送推進のための行動計画」の中では、地上デジタル放送への
移行に伴い難視聴地域が発生する問題への対応方針や具体的な道筋が明らか
にされていません。このため、２０１１年初頭までに全国の全世帯への普及
という目標が達成できないことが危惧されます。 

◎  難視聴への対応としては、共同受信施設、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨなど様々な
手法が想定されますが、通信や放送に関する技術や制度が大きく変わろうと
している現状では、今後の対応策の見極めが難しい状況です。 

◎  今後の難視聴の対策を行う場合には、財政力が脆弱な市町村が地上放送の
デジタル化に伴う新たな財政負担をすることは難しい状況です。 

 

 

提案・要望の具体的内容 

◎ 地上デジタル放送の推進にあたっては、地域間格差が生じないよう、国の責
任において難視聴を解消することが必要であり、早急にそのための基本方針と
具体的な対応策を明らかにすること。 

◎ その際には、既に構築されている情報通信網の有効活用も含め、地域の実情
にあった対策が講じられるよう配慮すること。 
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